＜領事業務の手数料改正について＞

この４月より当国内領事業務の手数料が変更（ユーロ安に伴う値上げ）になりました。２００９年４月１日から２０１０年３月３１日までの主な手数料は次の通りです。

（単位はユーロ）

1． 旅券関係

（１）新規発給（　５年用）　　　　　：　７７．００

　　　　　　　（１０年用）　　　　　：１１２．００

（１２歳未満／５年用）：　４２．００

（２）記載事項の訂正　　　　　　　　：　　６．００

（３）旅券査証欄の増補　　　　　　　：　１７．００

（４）渡航書の発給　　　　　　　　　：　１７．００

２．証明書関係

（１）在留証明　　　　　　　　　　　：　　８．５０

（２）戸籍記載事項証明　　　　　　　：　　８．５０

（３）婚姻・出生証明　　　　　　　　：　　８．５０

（４）結婚具備証明　　　　　　　　　：　　８．５０

（５）翻訳証明　　　　　　　　　　　：　３１．００

（６）署名（及び拇印）証明　　　　　：　３１．００

（７）印章（官公署関係）証明　　　　：　３１．５０
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